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・ 締切日直前はサポートセンターの電話、システムが混雑することが想定されますので、余裕
をもって申請登録を行ってください。

・ ログイン後、画面上のボタンを操作しない状態が８０分続いた場合、電子申請システムとの
接続が中断され、その時点での保存されていない入力情報が破棄されます。

・ 前の画面に戻りたいときは、ブラウザの「戻る」ボタン（「←」のような矢印ボタン）は使わず、
電子申請ページの上下にある「戻る」ボタンを使って、メイン画面に戻ってください。

・ 添付ファイルは「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況【様式３】」
はエクセルファイル、その他はPDF形式のファイルのみとなります。PDFについては、５４、５５
ページに記載されている「 【参考】 電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」
をご覧になったうえで、PDFファイルを作成し、保存してください。

・ 令和５年７月２８日（金）１７時までに電子申請が完了した場合に正式な申請として
受け付けられます。

・ 本システムでは、JavaScriptを使用しています。JavaScriptを無効にしている場合、正常な
動作ができない箇所がありますのでご了承ください。

・ 本システムではcookieを使用しています。cookieを無効にしている場合、利用できませんので
ご了承ください。

◼ 使用上の注意

◼ 推奨ブラウザ

本システムを快適にご利用いただくため、以下のブラウザのご利用を推奨いたします。

Firefox 、Google Chrome、Microsoft Edge

※ Internet Explorer11はサポートの終了にご注意ください。

※ 本システムを制作した令和５年５月１２日時点における推奨環境を引き継ぎます。

※ 各ブラウザの最新版をご利用ください。

※ スマートフォン、タブレットはサポート対象外です。

◼ はじめに

本マニュアルは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の電子申請を行う方法

を説明した資料です。

※ 本マニュアルに掲載されているシステム画面および画面上の表記（項目等）は、

マニュアル作成上の仮データですので、実際の画面表記に従って入力してください。
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「手順○」マークは、システム操作の順番を示しています。

「ポイント」マークは、機能の説明などを示しています。

「重要」マークは、特に重要な説明になりますので、必ず確
認してください。

対象類型、事業類型で異なった表示をする項目は「参
考」マークにて示しています。

◼ 電子申請システムのボタンや操作マニュアルについて

<入力ページ>
入力された内容のチェックを開始し、不備がなければ、確認
ページへ移動します。
<確認ページ>
画面上に表示された内容をシステムに登録します。

入力された内容を保存します。
※ 不備がある状態でも保存できます。

メインページに移動します。

入力画面に移動します。

電子申請システム上のボタンについて

入力の途中で中断したい場合は、「一時保存」ボタンを押して、入力内容を保存してください。

「一時保存」を押さずに画面を閉じると入力内容は全て失われますので、ご注意ください。

操作マニュアル上の画面イメージについて

手順●

参 考

操作マニュアルのマークについて

本マニュアルに掲載されているシステム画面および画面上の表記（項目等）は、マニュアル作成上の仮データで

すので、実際の画面表記に従って入力してください。



5

１．ＧビズＩＤプライムの取得

● 以下のＧビズＩＤサイトにて、ＧビズＩＤプライムの取得（申請）を行ってください。
（既にGビズＩＤプライムを取得済みの場合は、登録不要です。）

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html

※ GビズIDエントリーでは、電子申請システムをご利用いただくことはできません。

２．電子申請システムにログイン
● ものづくり補助金総合サイトの「電子申請システム」ページから、「電子申請システムログインページへ」を選択
する。または直接ログインページへのURL（ https://www.r1mono-denshi.jp/）を指定します。

● 「ログイン」画面で「ＧビズＩＤプライムでログイン」を選択し、取得済みのＧビズＩＤプライムを使用してログイ
ンしてください。

３．電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力

● ログイン後、 「申請ＴＯＰ」画面の「申請はこちら」から入力を開始します。
● 応募者のプロフィールとして応募者の概要、事業内容、経費・資金調達内訳などを入力後、必要書類（電
子ファイル）の添付を行います。

※ 電子申請システムにおいて、入力内容の形式不備などのチェックを自動的に行います。

４．申請内容を送信

● 入力内容に形式不備やエラーがなくなり、全ての項目の「作成状況」が「作成済」となった後、「申請」ボタンを
クリックし、申請内容を送信してください。

※ 一度申請（送信）した内容は変更できませんので、「申請」ボタンをクリックする前に十分確認してください。
※ 申請内容に不備等があった場合には、後日事務局から修正を依頼する場合があります。

◼ 電子申請の流れ

ＧビズＩＤプライム

の取得

①

電子申請システムに

ログイン

②

申請内容の入力
③

申請内容の送信
④

電子申請は以下の4つのステップで実施します。

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
https://www.r1mono-denshi.jp/


6

まず、はじめに「gBizID」のサイトから、GビズＩＤプライムの取得申請を行います。

（既にGビズＩＤプライムを取得済みの場合は、登録不要です。）

gBizIDのトップページのURL

https://gbiz-id.go.jp/top/

マニュアルや紹介動画を参考に、ＧビズＩＤプライムの取得申請を完了させてください。

→ＵＲＬ：https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

「gBizIDプライム作成」をクリック

手順1

◼ １．ＧビズＩＤプライムの取得

1-1 ＧビズＩＤプライムの取得申請

ＧビズＩＤプライム

の取得 ③ ④②
①

GビズＩＤとは、１つのID・パスワードで様々な行政サービスに

ログインできるサービスです。

紹介動画

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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1-2 ＧビズＩＤプライムの取得申請完了

◼ １．ＧビズＩＤプライムの取得
ＧビズＩＤプライム

の取得 ③ ④②

手順に沿って、申請書の作成を行ってください。

「ＧビズＩＤクイックマニュアルgBizIDプライム編」の手順に従い、ＧビズＩＤプライムの

申請を完了します。

→ＵＲＬ：https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

申請に不備がなければ、原則2週間以内に、「gBizIDプライム登録申請の承認のお知ら
せ」メールが到着します。

お知らせメール到着後、最終手順の「パスワードの設定」まで完了すると、ＧビズＩＤプライ
ムの作成は完了です。

①

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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ＧビズＩＤプライムを取得が完了したら、以下のURLから、電子申請システムにログインします。

電子申請システムのＵＲＬ

https://www.r1mono-denshi.jp/

2-1 電子申請システムサイト

◼ ２．電子申請システムにログイン
電子申請システムに

ログイン ③ ④①
②

https://www.r1mono-denshi.jp/
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電子申請システムのログイン画面の「ＧビズＩＤプライムでログイン」を選択し、ＧビズＩＤの

ログイン画面に移動します。

3-1 ＧビズＩＤのログイン画面

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

「ＧビズＩＤプライムでログイン」を
クリック

手順1

ＧビズＩＤのログイン画面で、「1．ＧビズＩＤプライムの作成」で作成したＧビズＩＤプライムの

アカウントＩＤ、パスワードを入力します。

「1．ＧビズＩＤプライムの作成」で
作成したＧビズＩＤプライムの情報を入
力し、「ログイン」をクリック

手順2

「gBizIDプライム登録申請の承認のお知らせ」メールが到着していない場合、

登録が完了していないため、ログインできません。
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ＧビズＩＤのログイン後、ＧビズＩＤのワンタイムパスワード入力画面で、「1．ＧビズＩＤプライム

の作成」で作成したＧビズＩＤプライムの電話番号宛に届く6桁のワンタイムパスワードを入力します。

3-2 ＧビズＩＤのワンタイムパスワード入力画面

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

ワンタイムパスワードを1時間以内に入力していただけない場合、

ログイン手順をはじめからやり直していただく必要があります。ご了承ください。

入力したアカウントIDが表示されます。

「1．ＧビズＩＤプライムの作成」で
作成したＧビズＩＤプライムの電話番号宛
に届く6桁のワンタイムパスワードを入力し、
OKをクリック

手順3
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ＧビズＩＤプライムでのログインが成功すると、現在有効な公募締切回へのリンクと登録済みの
ＧビズＩＤの情報が表示されます。

申請対象の「申請はこちら」をクリックし、申請のメインページに移動します。

3-3 申請ＴＯＰ画面

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

登録済みのＧビズＩＤの情報が
表示されます。

「申請ステータス」の初期状態は、[未申請]となってい
ます。
申請を開始すると、[申請準備中]となり、申請が完了す
ると、[申請済み]に自動的に変更されます。

申請を開始すると、選択に応じて、「通常枠」、「回復型
賃上げ・雇用拡大枠」、 「デジタル枠」 、「グリーン枠」、
「グローバル市場開拓枠」が表示されます。

参 考

申請する枠を最初に選択します。
申請対象の「申請はこちら」をクリック

手順4

回復型賃上げ・雇用拡大枠は、
前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること、
常時使用する従業員がいること、等の形式的な要件を
満たしている場合に選択してください。



12

3-4 申請メイン画面

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

電子申請システムのメイン画面の説明です。

「Ａ．申請の入力」を「応募者の概要１」、 「常時使用する従業員の申告」から順に登録後、
登録内容に応じて必要となる提出書類を「Ｂ．提出書類添付」 に登録していきます。

 ※「常時使用する従業員の申告」は、従業員数が20人以下の場合のみ登録が必要となります。

 ※「大幅な賃金引上げ計画」は、「事業内容」で「【大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例】を希望する場合」に☑を付した場
合のみ登録が必要となります。

「Ａ．申請の入力」は上から順に申請内容を
入力します。

※ 各項目ごとに入力が終わると「作成状況」は
「作成済」となります。

まず、「応募者の概要１」～「実
績説明」を、順次入力します。

手順5

「Ａ．申請の入力」を登録後、その内容に応じて
「Ｂ．提出書類添付」の登録が可能となります。

「事業内容」～「経費明細表、資金調達内訳」は
相互に連動している箇所があります。

上記の内容に応じた加点項目について、こちらで登
録します。

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を希望
する場合、「事業内容」において☑します。

「A.申請の入力」が終わると「B.提出書類添付」。
「B.提出書類添付」が終わると「C確認・誓約・申
請」、というように進むことができます。
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3-5 応募者の概要１

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）を入力します。

必須項目を全て入力を終えていない場合は、
「一時保存」を押すと、
入力された項目のみ登録できます。

「戻る」をクリックすると、メイン画面に移動します。

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順6

商号又は名称など、GビズIDで登
録している情報は、本画面で修正
できません。

再生事業者として、申請を希望する場合は、
☑を付してください。
（補助率上限２/３は通常枠のみ対象）

デジタル枠については、「SECURITY ACTION」
の宣言をしていることの確認が必須となります。

デジタル枠以外では入力項目の表示がされません。

こちらに☑を付して入力を進めた場合、
後から戻って☑を外すと、セットされた補
助率等に不整合が生じ、修正しない
限り申請ができません。ご注意ください。

補助事業の実施場所(工場や店舗等)
を有していることが必要です。
また採択後、交付申請時に補助事業
実施場所を変更することは原則認められ
ていません。(公募要領P.13)
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3-5 応募者の概要１

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）の入力内容を確認し

登録します。

「編集に戻る」を押すと、前の入力
ページに移動できます。

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順7

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の「常時使用する従業員の申告」を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-6 常時使用する従業員の申告

申請内容の入力② ④①
③

労働者名簿の入力した人数と、ページ最上段の「従業員数
（職員数）」とは、一致している必要があります。

入力内容を確認し、「登録」をクリック
※ 必ず全ての項目を入力してください。

手順8

応募申請時点の常時使用する従業員数(公募
要領P.8)を申告してください。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合、ここでの従
業員数が1人以上であることが必要です。

従業員数が20人以下の場合、「労働者
名簿」の入力が必要となります。（従業員
数が0人の場合は不要）

21人以上であるものの、従業員数の確認
資料(法人事業概況説明書等)では20人
以下の場合、労働者名簿の添付が必要で
す。(本マニュアルP.42)

日本標準産業分類を選択してください。(公募要
領P.8)
小規模企業者・小規模事業者に☑を付した場合
のみ、選択可能です。
特定非営利活動法人の場合は表示されません。

小規模企業者・小規模事業者
で、補助率上限２/３を希望する
場合は、☑を付してください。

従業員数が21人以上の事業者は、
こちらでの「労働者名簿」の入力は不要です。また、従業
員数の確認資料で21名以上であることが確認できれば、
その他の確認資料の提出は必要ありません。

参 考



16

「Ａ．申請の入力」の「労働者名簿」の入力内容を確認し登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-６ 常時使用する従業員の申告

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順9

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要２」を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-7 応募者の概要２（経営状況）

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順10

決算書等を元に「実績」を入力してください。
創業後まもなく、１期分だけを入力する
場合には左側に入力してください。

「分類」について、以下の4つから選択を行います。
・大企業
・自治体等の公的機関
・海外の大企業
・上記に当てはまらない

「分類」について、以下の4つから選択を行います。
・大企業
・自治体等の公的機関
・海外の大企業
・上記に当てはまらない

チェック項目は全てチェックが必須です。

回復型賃上げ・雇用拡大枠に
ついては、「前年度の課税所得
がゼロである」ことが要件となり、
チェックが必要です。

回復型賃上げ・雇用拡大枠以
外ではこのチェックボックスは表示
されません。
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「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要２」の入力内容を確認し登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-7 応募者の概要２（経営状況）

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順11

※<確認>



19

「Ａ．申請の入力」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受けた実績）を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-8 実績説明

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順13

これまでに補助金又は委託費の交付を
受けた実績を入力

手順12

追加した実績入力欄を削除する
場合は「削除」をクリックしてください。

複数の実績を登録する場合は、「追加」を
クリックし登録してください。



20

「Ａ．申請の入力」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受けた実績）の入力内容
を確認し、登録します。

実績なし(未入力)の場合には、「実績なし」の確認画面が表示されますので、
そのまま「登録」をクリックして次に進んでください。

参 考

◼ ３. 申請内容の入力

3-8 実績説明

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順14

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、事業計画名等を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

事業の分野について、以下の4つから選択を行います。
Ａ：
①新商品（試作品）開発
②新たな生産方式の導入
Ｂ：
③新役務（サービス）の開発
④新たな提供方式の導入

また、事業の内容に該当する技術分野を選択してください。

※事業分野の選択は、事業者の考え（主張）に基づい
て行ってください。（正解等を求めるものではありません。）

グリーン枠、デジタル枠については、合致する事業類
型を選択してください。

グローバル市場開拓枠については、申請する類型を
選択してください。

通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合は申請
枠名のみ表示されています。

該当するものがある場合のみ入力してください。

事業の具体的な内容は、Word等で作成し、PDF
形式に変換したファイルを「B.提出書類添付」の「申請要
件、補足資料」に添付して提出してください。
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「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、会社全体の事業計画等を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

被用者保険の任意適用に取り組む事業者のうち、年金
事務所等から「特定適用事業所該当通知書」を受領済
みの場合に限り☑を付してください。

３年の計画であれば４年後、５年後のチェックを外してください。
４年の計画であれば５年後のチェックを外してください。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合、1年後
の伸び率が１．５％以上となることが申請要
件となります。

大幅賃上げに係る補助金上限額引上の特例を希望する
場合☑を付してください。
※回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合は表示されません。

今回の申請事業の設備投資額
もふまえてください。

地域別最低賃金以上である
必要があります。

事業実施場所の都道府県と、選択
した直近年月の地域別最低賃金が
表示されます。

以下を満たす３～５年の事業計画の
策定及び実行が申請要件となります。
・付加価値額 → ＋３％以上／年
・給与支給総額 → ＋１．５％以上／年（※）
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋３０円
※被用者保険の任意適用に取り組む場合は、
＋１．０％以上／年
※【大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例】を希望
する場合は、加えて、さらに＋4．5％以上／年

※公募要領に定める所定の数値となっている場合、賃上げ
加点の対象となります。

個人事業主の場合、④『人件費』は、「福利厚生費＋給料賃金
（所得税申告決算書の⑲＋⑳）」で算定した数値をご入力くだ
さい。詳しくは『よくあるご質問』Ｑ11をご覧ください。
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「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、炭素生産性向上の取組状況、計画を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

※<グリーン枠の場合>

本画面はグリーン枠の場合にのみ表示されます。

炭素生産性の計算単位を選択してください。

その３：会社全体の事業計画に記
入した項目が自動で転記されます。
事業所単位の場合は、修正して作成
してください。

炭素生産性増率の年率平均が1.0%以上で
あることが申請要件となります。

該当する取組状況に☑を付してください。

応募する類型を選択してください。

必ず、添付するエクセルファイル「炭素生産性向上計
画及び温室効果ガス排出削減の取組状況【様式３】 」
での☑と合致するようにしてください。
☑箇所が異なると、登録と添付ファイルに不一致が生じ、
採択されなくなるおそれがあります。
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「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、事業計画書作成支援情報を入力します。

※認定経営革新等支援機関や事業計画作成支援者は、支援を受けた場合のみ入力が
必要な項目となります。（認定経営革新等支援機関による認定書の取得は不要です。）

◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順15

認定支援機関IDを入力後、検索ボタンを押
下し、「認定支援機関名」欄に表示される認定
支援機関名が正しいことを確認してください。

事業計画作成支援者と認定経営革新等
支援機関は同じである必要はありません。両
者が異なる場合は、それぞれの欄に記入して
ください。

作成支援者、認定支援機関のいずれ
もない場合は、「作成支援者なし」チェッ
クボックスに必ずチェックをつけてください。
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「Ａ．申請の入力」の「事業内容」の入力内容を確認し登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

※<確認>
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◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

※<確認>
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◼ ３. 申請内容の入力

3-9 事業内容

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順16

グリーン枠の場合のみ表示されます。

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の「大幅な賃金引上げ計画」を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-10 大幅な賃金引上げ計画

申請内容の入力② ④①
③

事業場内最低賃金は毎回＋４５円以上増
加していく必要があります。

「事業内容」にて入力した内容が表示されます。
それに加え、大幅な賃金引上げ計画に必要な項目をこのページで
埋めて、作成してください。

大幅な賃上げを実現するには、適切な設備投資計画も重要です。
必要に応じ、「事業内容」のページに戻って補正してください。

本画面は「事業内容」にて「【大幅賃上げに係る補助上限額引上
の特例】を希望する場合」に☑を付した場合のみ、入力が必要です。

参 考
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◼ ３. 申請内容の入力

3-10 大幅な賃金引上げ計画

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順13

「事業内容」にて入力した、直近月の事業場
内最低賃金が表示されます。
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「Ａ．申請の入力」の「大幅な賃金引上げ計画」の入力内容を確認し登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-10 大幅な賃金引上げ計画

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順17

※<確認>
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「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」のうち、経費明細表を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-11 経費明細表

申請内容の入力② ④①
③

補助率は入力内容によって、1/2または2/3が自動
で表示されます。（公募要領P.14～16）

参 考

「常時使用する従業員の申告」に入力した応募時点での「従業員数
（職員数）」に応じて申請可能な補助上限金額が変動します。

積算基礎は必ず入力
してください。

上限額引上げチェックボタンは、「事業内容」にて「【大幅賃上げに係る補助上
限額引上の特例】を希望する場合」に☑を付した場合のみ、表示されます。

押下すると、入力した補助金交付申請額に応じて上限額の引上げに当てはま
るかどうかをチェックします。

（A）のうち補助対象経費に該当す
る金額を入力してください。

（C）の合計が補助金額の上限を超え
ないように調整してください。

「経費明細表」を入力

手順18

※<グローバル市場開拓枠以外の場合>
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「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」うち、経費明細表を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-11 経費明細表

申請内容の入力② ④①
③

補助率は入力内容によって、1/2または2/3が
自動で表示されます。（公募要領P.17）

参 考

※<グローバル市場開拓枠の場合>

（B）の合計に対して
１／２以上である必要が
あります。

参 考

②海外市場開拓（JAPANブランド）類型を選択した
場合、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費が入力
可能になります。

①海外直接投資類型を選択した場合、うち海外の事
業活動費が入力可能になります。

「グローバル市場開拓枠」の場合
のみ、海外旅費の計上が可能です。

①海外直接投資類型を選択した場合、
補助金交付申請額の外注費の内、
海外子会社への外注費をここに入力します。
機械装置・システム構築費以外は補助上限額
1,000万円ですが、そこに算入されません。
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「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」 うち、資金調達内訳を入力します。

一致 一致

◼ ３. 申請内容の入力

3-11 経費明細表

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、 「登録」をクリック

手順20

「資金調達内訳」を入力

手順19

資金の調達先の入力は
必ず入力してください。
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「Ａ．申請の入力」の「経費明細表、資金調達内訳」の入力内容を確認し、登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-11 経費明細表

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順21

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の「その他加点項目」を入力します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-12 その他加点項目

申請内容の入力② ④①
③

応募者の概要1の「再生事業者である」のチェック
状況に応じて、自動的にチェックされます。
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◼ ３. 申請内容の入力

3-12 その他加点項目

申請内容の入力② ④①
③

デジタル枠のみチェック、入力が可能に
なります。

上の項目に☑がある場合に、それを踏ま
えた次の項目が☑できます。
上の項目に☑がある場合に、それを踏ま
えた次の項目が☑できます。
上の項目にチェックがある場合に、それを
踏まえた次の項目がチェックできます。

法人のみチェックが可能になります。
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◼ ３. 申請内容の入力

3-12 その他加点項目

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順22

グローバル市場開拓枠のうち、②海外
市場開拓（JAPANブランド）類型のみ
チェックが可能になります。

グリーン枠のみチェック、入力が可能にな
ります。

「事業内容」の会社全体の事業計画、
事業場内最低賃金目標の内容が自動的に
反映されます。
※給与支給総額、事業場内最低賃金の両
方に表示がない場合は、加点の基準を満
たしていないこととなります。

参 考

従業員数が100人以下の場合のみ
チェックが可能になります。

⑤-1、⑤-2それぞれで、どちらか一方でも
チェックした場合、それぞれのリンクから自身
の詳細ページに進み、そのURLを入力して
ください。
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「Ａ．申請の入力」の「その他加点項目」の入力内容を確認し登録します。

◼ ３. 申請内容の入力

3-12 その他加点項目

申請内容の入力② ④①
③

※<確認>
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◼ ３. 申請内容の入力

3-12 その他加点項目

申請内容の入力② ④①
③

入力内容を確認し、「登録」をクリック

手順23

※<確認>
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「Ａ．申請の入力」の入力完了後、申請内容に応じて「B.提出書類添付」が可能となります。

「Ａ．申請の入力」を登録し終えることで「作成状況」が「作成
済」となり、「Ｂ．提出書類添付」が可能となります。

3-13 提出書類の添付

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

「作成中」をクリックし、
提出書類添付へ移動

手順24
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「Ｂ．提出書類添付」の「１．申請要件、補足資料」にて各資料を登録します。

申請内容に応じて、添付が必要となる資料に「必須」のマークを表示しています。

※ 登録する資料は、「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況【様式３】」のみ
Excelファイル、その他は必ずPDFファイル、とし、所定の場所に登録してください。
※ 各ファイルのサイズは10MB以内としてください。

（「【参考】電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」参照）

※ ファイル名は公募要領P.29～31を参考に設定してください。ただし、内容がわかる名称であれば、公募要
領どおりでなくても構いません。

3-14 申請要件、補足資料

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

①ファイルを新規登録する場合
⇒「参照」ボタンをクリックし、登録したいファイルを選択のう
え、「登録」ボタンをクリックしてください。登録が完了する
と、ボタンの右側に登録したファイルの名称が表示されま
す。

②ファイルを削除する場合
⇒「削除」ボタンをクリックし、ファイルを削除してください。
※「削除」ボタンは、ファイルを新規登録すると表示されま
す。

③登録済みファイルの内容を確認する場合
⇒表示されているファイル名をクリックしてください。

※複数のファイルを一度に登録することはできません。ファイル
の登録は、1ファイルずつ行ってください。
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3-14 申請要件、補足資料

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

再生事業者として申請している場合は
必ず添付してください。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合、課税所
得がゼロであることの確認資料を登録してください。

応募申請時の従業員数が21人以上で、
従業員数の確認資料では20人以下となって
いる場合、労働者名簿の添付が必要です。

※ 登録する資料は、「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排
出削減の取組状況【様式３】」のみExcelファイル、その他は必ず
PDFファイル、とし、所定の場所に登録してください。
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3-14 申請要件、補足資料

◼ ３. 申請内容の入力 申請内容の入力② ④①
③

グローバル市場開拓枠の場合、海外事業
の準備状況を示す書類を登録してください。
少なくとも１ファイルは必須です。

必要な書類の添付が全て完了したら、
「申請メインへ戻る」をクリック

手順25

グリーン枠の場合、炭素生産性向上計
画及び温室効果ガス排出削減の取組状
況【様式３】を登録してください。

Excelファイル（.xlsx）を添付してくださ
い。

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
を希望する場合、大幅な賃上げに取り組むた
めの事業計画を登録してください。

※ 登録する資料は、「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排
出削減の取組状況【様式３】」のみExcelファイル、その他は必ず
PDFファイル、とし、所定の場所に登録してください。
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◼ ３. 申請内容の入力

3-15 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

申請内容の入力② ④①
③

必要な書類の添付が全て完了したら、
「申請メインへ戻る」をクリック

手順26

「Ｂ．提出書類添付」の「２．審査における加点を希望する場合に必要な追加書類」にて
各資料を登録します。

申請内容に応じて、添付が必要となる資料に「必須」のマークを表示しています。

※ 加点のために登録する資料は、必ずPDFファイル、とし、所定の場所に登録してください。
※ 各ファイルのサイズは10MB以内としてください。

（「【参考】電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」参照）

※ ファイル名は公募要領P.32を参考に設定してください。ただし、内容がわかる名称であれば、公募要領どおり
でなくても構いません。

応募締切日時点で認定
(承認)が有効であることが
確認できる必要があります。
ページを抜粋せずに登録
してください。

応募締切日時点で認定
(承認)が有効であることが
確認できる必要があります。
ページを抜粋せずに登録
してください。
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「Ａ．申請の入力」～「Ｂ．提出書類添付」の全ての入力を終えた後、「C．確認・誓約・申
請に進む」をクリックし、確認・誓約画面に進みます。

4-1 申請の実施

◼ ４. 申請内容の送信 申請内容の送信② ③①
④

各項目を登録し終えることで「作成状況」が「作成済」となります。
※ 全ての「作成状況」が「作成済」となった場合に「 C．確認・誓約・
申請に進む」をクリックして、確認・誓約画面に進むことができます。

「申請内容」に問題がなければ、
「 C．確認・誓約・申請に進む」を
クリック

手順1
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4-2 申請内容の確認

◼ ４. 申請内容の送信 申請内容の送信② ③①
④

前頁の「 C．確認・誓約・申請に進む」をクリックすると、以下の確認画面が表示されるので、
内容を確認します。

「B．提出書類添付」の登録完了後、「A．申請の
入力」の登録内容に変更があり、不要となった添付
ファイルが登録されている場合のみ、表示されます。

申請枠、補助率、補助交付申請額、申請
している加点項目を確認してください。

間違いがなければ、「OK」をクリック

手順2

間違いがなければ、「OK」をクリック

手順3



47

確認画面で「OK」をクリックすると、常時使用する従業員が1人以上の場合、以下「賃金引上
げ計画の誓約」が表示されるので、確認後、申請を行います。

4-3 賃金引上げ計画の誓約

◼ ４. 申請内容の送信 申請内容の送信② ③①
④

「誓約事項に同意する」にチェックし、
「最終画面へ」をクリック

手順4

登録した申請内容に応じて、各値が表示されます。

※<常時使用する従業員が1人以上の場合>
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確認画面で「OK」をクリックすると、常時使用する従業員が0人の場合、以下「賃金引上げ計
画の誓約」が表示されるので、確認後、申請を行います。

4-3 賃金引上げ計画の誓約

◼ ４. 申請内容の送信 申請内容の送信② ③①
④

※<常時使用する従業員が0人の場合>

登録した申請内容に応じて、各値が表示されます。

「誓約事項に同意する」にチェックし、
「最終画面へ」をクリック

手順4
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前頁の「最終画面へ」をクリックすると、以下「誓約事項」が表示されるので、確認後、申請を行
います。

4-4 誓約事項の確認

◼ ４. 申請内容の送信 申請内容の送信② ③①
④

「誓約事項に同意する」にチェックし、
「申請」をクリック

手順5

今後の参考までに、アンケートにご協力ください。

申請を行うにあたり、「準備に要した時間」、
「入力に要した時間」を入力してください。

本申請に際しご意見等ございましたら、「自由記
載欄」にご記入ください。



50

前頁の「申請」をクリックすると、正式に申請としてものづくり補助金事務局に申請内容が送信さ
れ、申請が「完了」となります。

必ず以下「受付番号」をお手元に保存しておいてください。

※ 事務局との問合せする連絡の際に、非常に重要な番号になります。

ものづくり補助金事務局の中での
担当地域事務局情報になります。

この画面が表示されると、申請
が完了となります。

◼ ４. 申請内容の送信

4-5 申請完了および受付番号の確認

申請内容の送信② ③①
④

参 考



51

申請完了後、再度ログインを行うことで、申請内容の確認を行うことが可能です。

※ 申請内容を参照モードで確認が可能です。申請内容の変更はできません。

※ 申請時に添付したファイルのダウンロードが可能です。

◼ ５. 申請内容の確認

5-1 申請完了後

「申請ステータス」は、[申請済]と表示されます。

参 考

「申請内容 参照」をクリック
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申請完了後、応募締切期限までの間に申請済みの内容を修正する必要が生じた場合は、も
のづくり補助金事務局サポートセンター（０５０－８８８０－４０５３）へ申請済み内容の
返却を希望する旨をお知らせください。事務局より申請案件を返却することで、申請済み内容の
修正が可能となります。返却した場合、事務局より以下の電子メールを送信します。

※事務局から申請済み内容の修正を依頼する場合もありますが、その場合も同様に電子メール
でお知らせいたします。

◼ ５. 申請内容の確認

5-2 申請済み内容の返却

電子メールを受信後、電子申請システムにログインを行うと申請内容の修正が可能です。

電子メールに表示された再申請期限までに申請内容を修正し、再度、申請を行ってください。

<返却時のメールサンプル>

ここに事務局からのメッセージが表示されます。
（何も表示されていない場合もあります。）

参 考

「申請ステータス」は、[再申請準備中]と表示されます。

参 考

再申請期限までに再申請が完了しなかった場合、いかなる理由があっても、申請自体がな
かったものとなりますので、ご注意ください。

申請対象の「申請はこちら」をクリック
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本補助金の制度、申請内容ついてご不明な点、またはシステムの操作方法についてご不明な
点がございましたら、下記サポートセンターまでお問合せください。

ものづくり補助金事務局サポートセンター

０５０－８８８０－４０５３

※ 受付時間：１０：００～１７：００ 月曜～金曜

（土、日、祝日を除きます）

6-1 ものづくり補助金に関するお問合せ

◼ ６. お問合せ先
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それ以外の添付ファイルは、PDFファイルのみアップロードできます。 PDFファイル以外の

ファイルについてはアップロードできません。

Word・Excel・PowerPointのファイルを添付する場合には、上記の手順に従い
PDFファイルに変換後、該当ファイルを添付してください。
※「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況【様式３】」を除く

◼ 【参考】 電子申請システムに登録（添付）するファイルについて

＜PDFファイルの作成手順＞Word・Excel・PowerPoint共通

１．PDF化したいファイルを開きます。

２．「ファイル」のタブをクリックします。

３．「名前を付けて保存」を選択します。

４．保存先のフォルダ等を選択します。

５．ファイル名を指定し、ファイルの種類から「PDF」を選択します。（下図はWordの場合）

６．保存ボタンを押します。

このマークをクリック

添付ファイルについてのご注意

15次締切では、グリーン枠の「炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組

状況【様式３】 」はエクセルそのままでの添付となります。
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○ 正しい向き
× 正しくない向き

・ 上下が逆さまに作成されたPDFファイル
・ 縦に横、もしくは横に縦で作成されたPDFファイル

◼ 【参考】 電子申請システムに登録（添付）するファイルについて
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